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〇 「割安になる」「特典が付く」等でお得感のある回数券ですが、未使用
でも払い戻しされない場合があります。健康状態や引っ越し等先々通う
ことが困難になることもあります。期間内に使い切れるかどうか、購入す
る前によく考えましょう。
〇 回数券の利用方法・払い戻し等については各事業者が定めた約款
等に従うことになります。事業者が倒産した場合でも、払い戻しができる
とは限りません。購入する前にしっかり確認しましょう。
〇 困ったときは、お住まいの地域の相談窓口又は山口県消費生活セ
ンターに相談してください。

参照先：国民生活センターＨＰhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen319.pdf

マッサージ店で２０回分の回数券を買った。その後、高齢の父の介護で長
期帰省することになったので、未使用の回数券を払い戻してもらおうとした
が、社内規定により払い戻しできないと言われた。



注意情報

〇差出人：「法務省管轄支局国民
訴訟通達センター」等公的機関に
類似した名称
〇題名：「総合消費料金に関する
訴訟最終告知」と題したものが多
い。
〇取り下げ最終期日が、短い。
〇封書で「重要」と赤字で印字され
ている。

手 口 注意点

次の点に注意してください。
〇 「はがき」と同様に契約不履行などで
裁判になる、連絡がない場合は財産を
差し押さえる等、不安をあおる内容が

書かれていますが、相手に連絡して
はいけません！

◎相手に連絡する前に、お住まいの

地域の警察か消費生活センターに
ご相談ください。

参照先：山口県警「防犯情報」

お知らせ

★１０月２０日(土)に「エシカルラボ in 山口」が山口市のセントコア山口に

て開催され、消費者庁長官より山口県ＰＲ本部長である「ちょるる」が消
費者教育推進大使に委嘱されました。
〇「消費者教育推進大使」とは…
地域における消費者教育推進のため、地方公共団体内
において消費者教育の推進及び消費者市民社会の概念の
普及に関する活動を担う地方公共団体公認マスコットキャラ
クターに対し、消費者庁長官が「消費者教育推進大使」を
委嘱する制度です。

消費者ホットライン「１８８」 ご案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（7桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す



お知らせ

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。


